
通達評価を超える課税処分はどこまで許される？  
平等原則・租税法律主義の交錯を考察する

2025年

日 時 7月14日 13:30-16:30月

第2部

お問い合わせ

東京地方税理士協同組合 有料研修会のご案内

【協同組合主催会則３時間研修】

税理士会館８階［会議室］  神奈川県横浜市西区花咲町４－１０６

【受講料】組合員及び準会員 5,000円（組合員・準会員以外は6,000円）

講師：産業能率大学教授 税理士  高木  英樹 氏

東京地方税理士協同組合

TEL:045-243-0551TEL:045-243-0551

《講師プロフィール》
中央大学商学部会計学科を卒業し、同大学院商学研究科博士前期課程を修了（商学修士）。株式会社
ピーシーデポコーポレーション及び税理士事務所勤務を経て、現在は高木英樹税理士事務所代表、並
びに、産業能率大学経営学部教授を務める。産業能率大学では大学院において、租税法研究、所得
税法研究、法人税法研究などの科目や修士論文ゼミを担当。
相続税や所得税をはじめとする租税法分野の研究・執筆活動を行い、租税法研究を実務に応用するこ
とを旨としている。論文・著書としては、「最高裁令和4年4月19日判決における平等原則の考察―予測
可能性の保護の優先について―」税理士界1441号11頁（日本税理士会連合会、2024年）、「売却による
処分の検討（税理士も知っておきたい 相続税登記の義務化と空き家対策）」税理67巻5号65頁（ぎょう
せい、2024年）、「医療・介護と税―所得控除制度再構築の視座と二段階所得控除方式の提示―」ア
コード・タックス・レビュー13=14号（アコード租税総合研究所、2023年）、『クローズアップ事業承継税制
（共著）』（財務詳報社、2019年）、『通達のチェックポイント―相続税裁判事例精選20―（共著）』（第一法
規、2023年）ほか多数。第40回（平成29年度）『日税研究賞』税理士の部で選考委員会賞を受賞。

※上記のテーマに関する質問等がある場合は、FAXで研修当日2週間前までにお送りください。

いわゆるタワマン事件（最高裁令和4年4月19日判決）を入り口として、

相続税評価における「通達評価を超える課税」の是非を探ります。画
一的に運用されてきた通達評価が「公知の事実」とされる中で、納税者
の予測可能性をいかに重視すべきか。一方で通達評価を上回る課税
処分が適法とされてしまう場合はどのようなケースなのか。本判決に
示された平等原則・租税法律主義の二面性を整理しつつ、今後想定さ
れる課税への対応を検討します。

実務家が知っておくべき争点とリスク管理のポイントについて、本判決
後の通達評価に係る最近の裁判例の検討も交えて解説いたします。
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